
目
　
　
　
次

公
　
　
　
告

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
八
六
三

の
変
更
の
届
出

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
六
三

公
　
　
　
告

'

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
　

届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

四
年
四
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
名
称
　
株
式
会
社
コ
ジ
マ
　
代
表
取
締
役
　
寺
●
悦
男

代
表
取
締
役
　
小
島
章
利

２
　
住
所
　
栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
コ
ジ
マ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
甲
府
バ
イ
パ
ス
店
　
　

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
十
四
番
十
二
号

２
　
変
更
し
た
事
項

変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称

変
　
更
　
事
　
項

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
代

変
更
後
の
住
所

表
者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置

株
式
会
社
コ
ジ
マ

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁

す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
　
寺
●
悦
男

目
一
番
八
号

代
表
取
締
役
　
小
島
章
利

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い

株
式
会
社
コ
ジ
マ

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁

て
小
売
業
を
行
う
者
の
代

代
表
取
締
役
　
寺
●
悦
男

目
一
番
八
号

表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
　
小
島
章
利

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
富
士
吉
田
市
中
丸
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
任

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
屋
　
昌
友

富
士
吉
田
市
小
明
見
千
四
百
七
十
八
番
地

二
　
就
任

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

羽
田
　
●
治

富
士
吉
田
市
小
明
見
千
七
百
四
十
九
番
地

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

八
六
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

十
二
月
二
十
六
日

第
二
千
百
九
十
三
号

月　曜　日



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
九
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

八
六
四


